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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「私たちアズパートナーズは、『世代を超えた暮らし提案型企業』として、あらゆる世代の方々の幸せを追求し、私たちに関わる全ての人々
が幸せになることを目指します。」というMISSION（私たちの使命）を全社で共有しております。

子供から高齢者まで各世代に対し良質なサービス提供や暮らしの提案を行い、あらゆる世代の人々の「幸せを追求し、幸せを実現させる」ことを
目指し、社会に貢献できる企業でありたいと考えております。

そして当社は、コーポレート・ガバナンスに関し、経営上の最重要課題の一つと位置付け、すべてのステークホルダーの利益を重視しつつ、経営管
理組織、体制を整備し、経営効率の向上、経営監視機能の強化、法令遵守の徹底に取り組んでおります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則３－１②　海外投資家等の比率を踏まえた英語での情報の開示・提供】

当社は、現時点において株主構成を考慮し英語での情報の開示・提供は実施しておりません。今後の株主構成の変化や海外投資家との対話の
必要性を踏まえ、段階的な対応について検討してまいります。

【補充原則４－１②　取締役会の役割・責務（中期経営計画）】

当社は、中期経営計画を策定しておりますが、現時点においては公表しておりません。中期経営計画の公表については、今後検討してまいりま
す。

【補充原則４－１③　取締役会の役割・責務（最高経営責任者等の後継者計画）】

当社は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者の計画を現時点では明確に定めておりませんが、人格・見識・実績等を勘案して適当と
認められる者の中からその人物を選定することとしております。取締役会による当該計画の立案・運用及び監督の体制については、今後検討して
まいります。

【補充原則４－３③　取締役会の役割・責務（CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続）】

当社は、CEOの解任については、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される
場合において、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くしたうえで、判断することとしております。一層の客観性・適時性・
透明性のある手続きの検討を継続してまいります。

【補充原則４－11③ 取締役会全体の実効性について分析・評価とその結果】

当社は、現時点において、取締役会評価は実施しておりませんが、原則毎月１回取締役会を開催しております。社外取締役２名が出席し、それぞ
れの豊富な経験と知識に基づき、当社の中長期な企業価値向上と少数株主利益の保護の観点から、経営の監督だけでなく、適切な助言・提言を
いただいております。また、取締役会において決議すべき事項が生じた場合には速やかに臨時開催いたします。取締役会の運営にあたり、会社
の経営成績等に関する詳細な資料、個別議案の意思決定に資する判断資料等を事前に配付しており、取締役間では活発な意見交換が行われて
おり、実効性は担保されているものと認識しております。

今後は毎年取締役会の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示することを検討しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４ 政策保有株式】

１．政策保有に関する方針

当社は、現在、政策保有株式を保有しておりません。なお、取引先との円滑かつ長期的な関係の構築等、保有することが経営上合理的と判断で
きる場合に限り、政策保有株式を保有するものとします。また、政策保有を行う場合は、取締役会においてその保有目的が適切かを検討し、保有
意義が乏しい株式については売却・縮減してまいります。

２．政策保有株式にかかる検証の内容

当社は、現在、政策保有株式を保有しておりません。政策株式を保有する際は、毎年取締役会において、個別銘柄ごとに配当金の収入や協力関
係等により期待される効果について検証し、保有を継続することの合理性について判断を行ってまいります。

【原則１－７ 関連当事者間の取引】

当社は、当社と取締役その他の関連当事者との取引を行う場合については、関連当事者取引の合理性（事業上の必要性）及び取引条件の妥当
性等を十分に検討した上で、取締役会で事前に承認を得て取引を行うこととしております。

また、毎事業年度末時点で取引が継続している関連当事者取引について、当該取引継続の合理性（事業上の必要性）及び取引条件の妥当性を
検討し、新たな事業年度開始後最初に開催する取締役会において報告することとしております。

このほか、関連当事者との取引を把握するために、主要株主や役員等に対して毎期関連当事者の範囲について調査を実施してリストを作成する
こととしております。



【補充原則２－４① 中核人材の登用等における多様性の確保】

１．多様性の確保についての考え方

中核人材の登用に際して、女性・外国人・中途採用者等を区別することはなく、能力や資質に応じて適材適所の登用を行っております。

２．自主的かつ測定可能な目標

多様性の観点から、管理職に占める女性従業員の比率を、2027年３月に41.0％以上とすることを目標として設定しております。また、2025年３月期
より、特定技能の外国人材の採用を開始しております。中途採用者につきましては引き続き即戦力となる人材を採用しております。採用後は既存
社員と同等の人事評価の対象となることから自主的かつ測定可能な目標は設定しておりません。

３．多様性の確保の状況

当社における管理職に占める女性従業員の比率は、2026年３月末時点で35.6%となっております。また、特定技能の外国人材の受け入れは、2026
年３月末時点で82人となっております。

【原則２－６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、特定の企業年金制度を導入しておりませんので、本原則には該当いたしません。当社では、従業員の資産形成のため企業型確定拠出
年金制度を導入しており、運用機関・運用商品の選定や従業員に対する資産運用に関する教育機会の提供のため、入社時には説明キットを送付
する等の加入者教育を行い、また、人事部門が窓口となり申込書類の取りまとめを行うなどのサポートも行っております。

【原則３－１ 情報開示の充実】

１．会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

企業理念は当社ウェブサイト、有価証券報告書等にて開示しております。

２．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書「Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報　１．基本的な考え方」に記載してお
ります。

３．取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

本報告書「Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況　１．機関構成・組織運営等
に係る事項　【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。

４．取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役候補者の指名・選任を行うにあたっては、幅広い多様な人材の中からそれぞれの人格や見識等を考慮し、その役割と職責を全うできる適
任者を候補者として選定する方針のもと、取締役会で協議して決定しております。取締役の職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の
故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施いたします。

なお、監査役候補者については、事前に監査役会で同意を得たうえで、取締役会で決定しております。

５．取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選任・指名についての説明

選任・指名の理由や経歴等を株主総会招集通知に記載しております。

【補充原則３－１③ サステナビリティについての取組等】

当社は、サステナビリティを巡る諸課題への適切な対応が重要な経営課題であると認識し、多くのステークホルダーの皆さまとの協働を通じて、持
続可能な社会の実現に貢献すると共に中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。当社は、サステナビリティ経営推進のための重要事項
を決定するため、サステナビリティ委員会を設置し、人的資本・多様性に関する戦略や施策の実行、SDGsへの取組みを推進しております。

【補充原則４－１① 取締役会から経営陣への委任の範囲】

当社は、「取締役会規程」を制定し、取締役会の運営に関する事項に加え、取締役会に付議すべき事項を規定しております。また、「職務権限規
程」を定め、経営陣に委任する範囲を明確にしております。

取締役会は原則毎月１回開催し、会社の重要な業務執行の意思決定を行うとともに業績の進捗について論議し対策等を検討・決定しております。

【原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を満たしたうえで、経歴や当社との関係を踏まえて、企業経営における豊富な経験と高い見識
を有し、当社の企業経営において独立した立場での監視・職務遂行ができることを判断基準として選任しております。

【補充原則４－10① 任意の仕組みの活用】

当社は、取締役会の任意の諮問委員会として報酬委員会を設置し、その審議結果を尊重して個別の取締役の報酬を決定しております。一方で、
当社は任意の指名委員会は設置しておりません。その設置については、今後検討を行っていく予定であります。

【補充原則４－11① 取締役の有するスキル等の組み合わせ】

当社の取締役会は、代表取締役１名、業務執行を担う常勤取締役３名、独立社外非常勤取締役２名（他社での経営経験を有しております）、常勤
監査役１名、独立社外非常勤監査役２名で構成され、全体として、知識・経験・能力のバランスが確保された構成であると考えております。

【補充原則４－11② 取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況】

当社取締役・監査役の他の上場会社等の兼任数は、合理的な範囲内にとどめられており、当社における責務を適切に行うことができる状況であ
ると判断しております。また兼任状況は、株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しております。

【補充原則４－14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

当社は、取締役・監査役が役割・責務を適切に果たせるように、当社の計画や取締役の責務等に関する説明を実施しています。また、監査役は、
日本監査役協会等の外部研修に参加する等の対応を行っております。

【原則５－１ 株主との建設的な対話に関する方針】

持続的な成長と中長期にわたる企業価値の向上を図るためには、株主との建設的な対話が必要不可欠であると考えております。適切な情報開示
はもちろんのこと、株主総会のほか、決算説明会の開催等、株主・投資家との対話の充実を図ってまいります。株主との対話において示された意
見等は、取締役会及び社内関連部署間で適宜共有することとしております。



２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社ブレス 1,250,000 34.84

MIRARTHホールディングス株式会社 342,000 9.53

植村　健志 162,600 4.53

伊藤　啓敏 152,600 4.25

山本　皇自 152,600 4.25

アズパートナーズ従業員持株会 124,432 3.46

NOMURA PB NOMINESS LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)

（常任代理人　野村證券株式会社）
87,500 2.43

上田八木短資株式会社 87,200 2.43

松尾　篤人 57,600 1.60

楽天証券株式会社 49,600 1.38

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

株式会社ブレスは、代表取締役社長 兼 CEO 植村　健志の資産管理を目的とする会社であります。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項



組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

緒方　克吉 他の会社の出身者

伊藤　華代 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

緒方　克吉 ○ ―――

緒方克吉氏は、企業経営及び不動産業界にお
ける豊富な経験と高い見識を有しており、当社
の経営に対する有効な助言や提言が期待でき
るものと判断し、社外取締役に選任しておりま
す。

また、東京証券取引所の定める独立役員の要
件を満たしており、一般株主と利益相反の生じ
る恐れはないと判断し、独立役員に指定してお
ります。



伊藤　華代 ○ ―――

伊藤華代氏は、企業経営及び人材業界におけ
る豊富な経験と高い見識を有しており、当社の
経営に対する有効な助言や提言が期待できる
ものと判断し、社外取締役に選任しておりま
す。

また、東京証券取引所の定める独立役員の要
件を満たしており、一般株主と利益相反の生じ
る恐れはないと判断し、独立役員に指定してお
ります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

― ― ― ― ― ― ― ―

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社内取
締役

補足説明

－

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、監査法人FRIQと定期的に会合を開催しており、監査方針、監査計画等の確認を行い、会計監査の実施状況等について意見交換、情
報交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。

また、監査役は、内部監査室と定期的に会合を開催し、内部監査室から監査結果に関して報告を受けるとともに、相互の情報交換、意見交換を行
うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m



森脇　仁子 税理士

塩生　朋子 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

森脇　仁子 ○ ―――

森脇仁子氏は、税理士として財務・会計につい
て豊富な知識・経験と十分な能力を有してお
り、また他社の監査役としての経験も有してい
ることから、適切な企業統治の観点から取締役
の業務執行の妥当性や適法性を確保するため
に必要な助言が期待できるものと判断し、社外
監査役に選任しております。

また、東京証券取引所の定める独立役員の要
件を満たしており、一般株主と利益相反の生じ
る恐れはないと判断し、独立役員に指定してお
ります。

塩生　朋子 ○ ―――

塩生朋子氏は、弁護士として法務全般につい
て豊富な知識・経験と十分な能力を有してお
り、また他社の監査役等としての経験も有して
いることから、適切な企業統治の観点から取締
役の業務執行の妥当性や適法性を確保するた
めに必要な助言が期待できるものと判断し、社
外監査役に選任しております。

また、東京証券取引所の定める独立役員の要
件を満たしており、一般株主と利益相反の生じ
る恐れはないと判断し、独立役員に指定してお
ります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明



当社の中長期的な業績向上及び企業価値向上への意欲を高めることを目的として、ストックオプション制度及び譲渡制限付株式報酬制度を導入
しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるとともに、株主との価値共有を推進することにより、企業価値を向上させることを目的とし、
ストックオプションを付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が１億円以上の取締役が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額に
て開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の取締役の報酬については、その手続きの公平性、透明性、客観性を確保する観点から、報酬委員会において取締役の個別報酬額及び報
酬制度体系の妥当性を審議することとしています。取締役の報酬額は、報酬委員会において、担当職務、各期の業績、貢献度等に応じて、その妥
当性を審議し、決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役に対しては、経営管理部を窓口として連絡等を行うとともに、取締役会の議案・報告事項に関しても、事前に資料を配布するとともに、
必要に応じて補足説明等を行っております。

また、社外監査役に対しては、常勤監査役が常時連絡を行い、原則月１回開催される監査役会には、事務局として経営管理部が適宜参加し、補
足説明等を行うことで、情報伝達体制を補完しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．取締役会

取締役会は、取締役６名（うち社外取締役２名）で構成しております。代表取締役社長が議長となり、原則毎月１回定例取締役会を開催しているほ
か、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営目標や経営戦略等の重要な事業戦略を決定するとともに、取締役の職務
の執行を監督する権限を有しております。

２．監査役会

監査役会は、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名の計３名（うち社外監査役２名）で構成しております。常勤監査役が議長となり、原則毎月１回
定例監査役会を開催しているほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会で決議された監査計画に基づき、常勤監査役が中
心となり、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む日常活動の監査を行っております。また、株主総会
や取締役会への出席や、監査役監査等を実施し、取締役の業務執行を監視できる体制となっております。さらに、内部監査室と連携し、実効性の
あるモニタリングに取り組んでおります。

３．会計監査人

当社は、監査法人FRIQとの間で監査契約を締結し、適時適切な監査を受けております。会計監査人、監査役会及び内部監査室は、定期的な会
合をもち、相互の監査結果などについて説明と報告を行い、監査品質の向上を図っております。



４．経営会議

経営会議は、常勤の取締役、執行役員で構成しており、議長を代表取締役社長とし、原則として月１回以上の開催としております。経営会議は、
主に当社の業務執行方針の協議、業務執行状況の情報共有、月次報告、取締役会決議事項等の事前審議を行っております。なお、常勤監査役
である奥田慶一もオブザーバーとして出席しております。

５．内部監査室

代表取締役社長直轄の内部監査室に、専任の担当者２名及び兼任の担当者１名を置き内部監査を実施しております。内部監査は、リスクマネジ
メント・コンプライアンス委員会の承認を受けた内部監査計画に基づき実施し、内部監査結果は代表取締役社長及びリスクマネジメント・コンプライ
アンス委員会に報告するほか、内部監査報告書の写しを監査役会に提出することとしております。

６．リスクマネジメント・コンプライアンス委員会

リスクマネジメント・コンプライアンス委員会は、委員長として代表取締役社長、委員として取締役、経営管理部部長、内部監査室担当者を構成員
としております。リスクマネジメント・コンプライアンス委員会は、月に１回以上開催し、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理に必要な情報を共有
化し、リスク管理体制の継続的な評価を行うほか、「コンプライアンス規程」及び「内部監査規程」に基づきコンプライアンスの向上を図ることとして
おります。なお、常勤監査役である奥田慶一もオブザーバーとして出席しております。

７．報酬委員会

当社は、取締役の報酬に関する事項の決定に関して公正性、透明性、客観性を強化するため、代表取締役社長を議長とし、代表取締役社長、独
立社外取締役２名の計３名で構成する任意の委員会として報酬委員会を設置しております。

８．サステナビリティ委員会

当社はサステナビリティ経営推進のための重要事項を決定する組織として、サステナビリティ委員会を設置しております。アクションプランの策定
にあたっては、社内で選抜されたメンバーで構成された「サステナビリティプロジェクト」が、実効性のある取組みの立案と実行を担い、本委員会に
おいて確認・議論を行うことで、必要な支援や方向性の整理を実施しております。本委員会が支援しております。 こうした活動のもと、当社は、社

会課題への対応と経営方針とを統合し、持続可能な社会の実現と企業価値の向上に向けた取組みを進めております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会においては、社外取締役２名を選任して、より広い見地からの経営の意思決定の実施及び業務執行の監督機能の強化を図る
とともに、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を確保しております。

社外取締役を含む取締役会と社外監査役が過半を占める監査役会を基礎とした当社の現状の企業統治体制は、当社の事業内容・規模を総合的
に勘案し意思決定の透明性と監視・監督機能が適切に組み込まれたコーポレート・ガバナンス体制であると判断しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主が議案の検討時間を十分に確保できるよう、早期発送に努めてまいります。

集中日を回避した株主総会の設定
定時株主総会の開催日は毎年６月下旬としておりますが、より多くの株主にご参加いただ
けるよう、集中日を回避するよう努めてまいります。

電磁的方法による議決権の行使
2025年第21期株主総会よりインターネットによる議決権の行使を行えるようにいたしまし
た。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

現時点では議決権電子行使プラットフォームは導入しておりませんが、今後採用を検討し
てまいります。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社のホームページ上のIRサイトにおいて公表しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
現時点での開催は未定でありますが、決算説明資料等を当社ホームページに
掲載しております。また、当社ホームページ内のIRサイトを通じて、個人投資家
にもわかりやすい情報提供を心掛けてまいります。

なし



アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

毎半期決算時にアナリスト・機関投資家向け説明会を実施しております。事業
概況及び今後の方針等について、代表者による説明を行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載 当社ホームページ内にIR専用サイトを開設し、各種資料を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 当社のIRについては、経営企画グループが担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、企業理念として「MISSION（私たちの使命）：私たちアズパートナーズは、『世代を
超えた暮らし提案型企業』として、あらゆる世代の方々の幸せを追求し、私たちに関わる全
ての人々が幸せになることを目指します。」と定めており、法令遵守とともに諸規程を適正
に運用・管理し、ステークホルダーの立場を尊重し、株主・顧客・取引先・社員等を含む幅
広い社会との健全で良好な関係を維持することに努めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、シニア事業において屋上庭園付きの介護付きホームで環境改善に取り組むほ
か、LED化を進めることでエネルギー効率の向上を図っております。また、不動産事業にお
いては新耐震基準施行前の老朽化不動産再生により、安全な街づくりに貢献しておりま
す。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、ステークホルダーに対し、透明性、公平性、継続性を基本とした迅速な情報開示
をすることが重要であると認識しており、当社ホームページを通じて適時適切に情報提供
を行うことを基本方針としております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、2022年６月17日の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行っており、より適正かつ効率的な
体制を構築するため、適宜見直しを行うこととしております。

ａ．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社は、お客様を含めすべてのステークホルダーの皆様にお約束する「行動規範」を定めております。この「行動規範」を常に心がけ、遵守し、社
会に貢献する企業であり続けることを徹底しております。

・当社は、取締役会を毎月１回以上開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行っております。

・リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの体制・仕組みづくりとコンプライアンス意識の啓発活動を行い、必要に応
じて社長に対する助言を行うとともに、平素の業務執行全般にわたるコンプライアンス意識を高めるべく、役職員に対し教育等を実施しておりま
す。

・取締役による法令等に抵触し又はその疑いのある職務執行についての相談、通報等に関し、公益通報者保護規程を適切に運用し、不正行為等
の早期発見とその是正を図っております。

・監査法人及び監査役による監査とは別に、内部監査規程に基づき監査を実施しております。

ｂ．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・当社は、法令及び文書管理規程に基づき、文書等の保存を行っております。

・また、情報の管理については情報システム管理規程、個人情報保護については個人情報保護規程に基づき、適切に対応しております。

ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、平時から全社横断的な情報交換と各部門の有するリスクの洗い出しを実施してリスクの軽減に取り組むとともに、有事においてはリスク
管理規程に基づき、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置して危機管理にあたることとしております。

ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

・当社は、取締役会を毎月１回以上開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行っております。

・また、業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を設定するとともに、各部門に
おいてはその目標達成に向け具体策を立案し実行しております。

・これら職務執行の適正性・効率性については、内部監査規程に基づき監査を実施しております。

ｅ．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社は、従業員がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、教育の機会や日常のミーティング等を通
じて指導しております。

・従業員による法令等に抵触し又はその疑いのある職務執行についての相談、通報等に関し公益通報者保護規程を適切に運用し、不正行為等
の早期発見とその是正を図っております。

・これら職務執行の適正性・効率性については、内部監査規程に基づき監査を実施しております。

ｆ．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社は子会社を有していないため、該当事項はありません。



ｇ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに使用人の取締役からの独立性に関す
る事項

・当社では、監査役の判断により、当社の規模に鑑み、監査役の職務を補助すべき独立した使用人を設置しておりませんが、監査役が当該使用
人の設置を求めたときは遅滞なく、監査役の業務補助のため補助使用人を置くこととしております。

・専任でない補助使用人が監査役補助職務を担う場合には、監査役の当該補助使用人に対する指揮命令に関しては取締役以下当該補助使用
人の属する組織の上長等の指揮命令を受けず、当該補助使用人の人事処分には監査役の同意を必要とすることとしております。

ｈ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制その他監査役の監査が実効的に行われることを
確保するための体制

・当社取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告いたします。

・また、常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席することができるほ
か、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めことができることとしておりま
す。

ｉ．財務報告の信頼性を確保するための体制

・財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、関連諸規程を整備し、内部統制シス
テムを構築しております。

・内部統制システムの機能の適正性を継続的に評価し、必要に応じて是正することによって、金融商品取引法及び関連法令等の適合性を確保し
ております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

「反社会的勢力対応規程」に基づき、市民社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たないことを基本方針とし、反社会
的勢力からの不当要求や働きかけに対しては、毅然とした対応をすることによって、反社会的勢力を排除することに取り組んでおります。

この基本方針を徹底するために、反社会的勢力に対応する主管部署を経営管理部とし、新規の取引先と取引を開始する際又は新規に従業員を
採用する際には、必ずビジネスデータベースによる確認を行い、取引又は採用の可否を判定するほか、取引契約において反社会的勢力排除条項
を規定することとしております。不当要求や働きかけがあったときは「反社会的勢力対応規程」に基づき直ちに対応部署に報告し組織的に対応し
ております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制については、【模式図（参考資料）】をご参照ください。






